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4．まとめ  

4．調査項目   

本調査では、施設調査で医療格関における終末期の診療方針等に関する話し合いの実  

施状況や、その話し合いの結果をとりまとめた文書の提供状況、後期高齢者終末期相談  

支援料の算定状況に関連する項目を、事例調査で医療機関における終末期の診療方針等  

に関する話し合いの具体的な実施状況に関連する項目を、意識調査において終末期の診  

療方針等に関する話し合いの実施、話し合いの結果をとりまとめた文書の提供、後期高  

齢者終末期相談支援料等に関する意放に関連する項目を調査した。   

詳細は以下の通りである。  

（1）施設講査  

l 調査の概要   

1．調査目的   

本調査は、医療機関における終末期の診療方針等に関する話し合いの実施状況や話し  

合いの結果をとりまとめた文事の提供状況、後期高齢者終末期相談支援料の算定状況を  

把握するとともに、終末期の診療方針等に関する話し合いの実施、話し合いの結果をと  

りまとめた文書の提供、後期高齢者終末期相談支援料等に関する一般国民の意葦の調査  

を行うことを目的とした。  

2．調査対象   

本調査は、全国の保険医療機関を対象とした「施設調査」及び「事例調査」∴ 一般  

国民を対象とした「意識調査」から緯成される。   

施設調査及び事例調査は、全国の病院から無作為に抽出したl，700施設と、全国の在  

宅療養支援診療所から無作為に抽出した850施吉受、その他に内科系の診療科目（内科・  

呼吸器科・消化器科・循環器科・気管食道科）を標持する一般診療所850施設の計〕，400  

施設を対象とした。   

舌鼓調査は、民間調査会社に登録するパネル2，000名（年齢による層化無作為抽出）  

を対象とした。  

3．調査方法  

（1）施設訴査   

・自記式調査票の郵送発送、郵送回収   

・調査実施時期は11月  

（2）事例調査   

・施設調査の対象施設に対して、平成20年4月1日から9月30日に終末期打診療方  

針等の話し合いを実施した事例それぞれについて、担当職種に回答を求めた。   

・調査実施時期は11月（施設調雇と同時）  

（3）意識調査   

・自記式調査票の郵送発送、郵送［司収   

・調査実施時期は11月  

内    容  
施設覆別、病床数、開】泳者、診療科目  

在宅療養支捷診■所（病院）の届出状況  

終末期医療の暮1研修の実施状没  

施設属性項目  

終末期の診療方I†讐に開‾ーる話し合いの実施状況  

指し合いを実施していない理由  
話し合いを実施した患者数（75ま以上・75歳未満）  

話し合いを実施するうえでの困難  
括し合いの結果をとりまとめた文書の提供横領  
文暮を提供していない理由  
文暮を提供した患者数（75塵以上・75歳末満）  

文書を提供するうえでの困難  
後期高l古寺終末期格技支捜料の井定状属  

鼓期高】怜呑終末期相談支援買の暮定量有数  
話し合いの結果、診■方針等が「不明」「未定」であった患者数  

遇院時に薫定した慮毒の退院先  
初回の指し合い時から死亡時までの期間  
文暮の文王回教  
徒期高齢者終末期相談支践料に関する考え方  
r終末期医よの決定プロセスに関するガイドライン」の認知状況  

後期高t怜寺終末期相談支援料の点数・算定要件の改書すべき点  

区  分   内    容   
・た入者の韓積  

事例属性項日     ・患者の年齢、性別、圭傷病  

・後期高齢者終末期相談支援料の井定状況   
・話し合いを実施した日付  
・拝し合いに義加した＋覆等  

窮 主 項 目        ・話し合いの内容  
・拝し合い後の患者、豪族の様子  

・話し合いが患者、平鹿にもたらした影響  ・話し合い時の膚壬状況  



Ⅱ 調査結果の概要  

1．施設調査  

（1）回収の状況  

（3）意強調査  

区  分   内    容   
・年齢、性別  
・医療、介捜関係の仕事への五未経験の有無  

属 性項 日        ・病気やけがによる入院鰻鹸の有無  
・大切な人を亡くした経践の有無  
・終末期の話し合いへの蓼加蛙戯の有無   
・医療従事者と擦末期の診療方針等に関する話し合いを実施且向  
・話し合いを行いたい内容  
・話し合いの結果をとりまとめた文暮の提供希望  
・話し合いを行いたくない理由  
・文書の提供を希望する理由  
・文暮の提供を希望しない理由  

11主 項 8                    ・指し合いの実施、文暮の提供等lこ対して、公的医療偏層から報酬が支払  

われることへの考え  
・報酬が支払われることが好ましいと考える理由  
・報酬が支払われることが好ましいと考えない理由  
・後期高齢者終末期相性支援斜における75麓以上という年お区分に対  
する考え  

・後期高齢者♯来期相；諷支払紺こ対する考え   

国表ト1回収状況  

施設事1類   発 送 敷  有効回収数  回 収 串   
病  院  1．700件   ヰ78件   28．1l   

一般診療所  1．700件   4了l件   27．7l   

（2）回答施設の属性  

①病院   

病院の開設者は「医療法人」57．9％が最も多く、次いで「公的医療横臥20．〕％と  

なっていた。病床数は1施設当たり平均柑1．7床であった。病床規模の構成をみると  

「100～199床」3“％が最も多く、次いで「50～99床」25．7％であった。   

終末期に関する研修の実施状況をみると、「実施していない」90．0％であった。   

なお、在宅療養支接病院は7施設（病院のl．5％）であった。  

図表ト2 開設者   

合 ■r  

（N＝司†8）   

ロロ コ公的医療塊叫 ■社会保険叫躍団体 口医療法人 口個人 凸その他 口不明  

図表1－3 病床規旗  

阻喪トヰ 終末期lこ関する研♯の実施状況  

合 計  
（N＝4丁8）  

凸実施している  口裏施していない  ■不明  

②一般診療所  

】般診廟所の開設者は「個人」42．5％が最も多く、次いで「医療法人」41．4％とな  

っていた。施設種別をみると、「無床診療所J86．0％、r有床診療所」13，4％であった。  

有床診療所の病床数は1施設当たり平均13．1床であった。   

主たる診療科目は「内科J57．7％が最も多く、次いで「消化器科」3．0％、「外科j「整  

形外科」2，3％であった。   

また、在宅療養支援病院は214施設（一般診療所の45．4％）であった。   

終末掛こ関する研修の実施状況をみると、在宅療養支線診療所、その他の診療所で  
「実施していない」がそれぞれ88．3％、95．7％であった。  

図表ト5 阻設青   

（3）終末期の診療方針等の話し合いの実施状況  

終末期の診療方針等の話し合いの実施状況をみると、「実施しているJが病院、在  

宅療養支援診頗所、その他の診療所でそれぞれ4〕7％、52j％、21＿8％であった。な  

お、「実施していない1施設の実施していない理由についてみると、r対象患者がいな  

い」との回答が病院、在宅療養支援診療所、その他の診療所でそれぞれ62．7％、73．5％、  

85．5％であった。  

阻喪ト8 終末期の診療方針礪の法L合いの実施状況  

0～ 101 20t  301 朋I SDl 001 70‡ 801 白0‡100ヽ  
□臨 口公的法線＆鋼 ■社会保険叫民団体 8鑑療法人 口個人 臼モの他 口不明  

図表ト6 施設穐別  口実施している   口実施していない   ■不明  

合l十  
（N＝；47り  

国表ト9 終末期の診療方針琴の話し合いを実施しない理由く橿数回答＞  

【病 院】  【在宅ホ兼支捜診療所】 【その他の診療所】  
椚 エ矧15朋 －51川Ol 01 之51501 7511001 81 251501 75110Dl  0ヽ l（】ヽ  ヱ0ヽ  ユ0ヽ  一Ol さOl る0ヽ  701 80ヽ ，uヽ l00l  

□有床診療所  q■床鯵鎌所  ■不明  

図表ト7 終末期lこ関する研修の実施状況  

OX  川ち  20■ 30I 401 50～ 8Dヽ 70X 80X 80～ 100ゝ  

口実施している   口実施していない   ■不明  
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（4）終末期の診療方針等の話し合い結果をとりまとめた文書の提供状況  

終末期の診療方針等の話し合いを r実施している」施設による話し合い結果をとり  

まとめた文書の提供状況をみると、「提供していない」との回答が病院、在宅療養支  

援診療所、その他の診療所でそれぞれ65．6％、80．4％、B2．1％であった。   

また、提供していない理由としては、「これまで患者・豪族から文書提供の要望が  

なかったから」が最も多く、病院、在宅療養支援診療所、その他の診療所でそれぞれ  

60．6％、bl．1％、50．0％であった。  

阻喪ト11話し合い結集をとりまとめた文書の提供状況  

終末期の診療方針等の話し合いを「実施している」施設が平成20年4月（－）月ま  

での6カ月間に話し合いを実施した1施設当たり平均患者数（75歳末満－75歳以上）  

をみると、病院（8．1人・15．2人）、在宅療養支援診療所（l．2人・4．0人）、その他の  

診療所（0．2人・1．9人）であった。  

国表ト10 平成20年4月・－9月までに話し合いを実施した患者数  

【75歳以上】  

施粧‡■頸  ■こ．q■h‘  平均値   

病  院  170件  15▼2人   

在宅療養支撞診療潮  109件  4、0人   

その他の診■所  52件  1．9人   

〔
↓
5
■
∃
 
 
 

なお、話し合いをするうえで困難に感じていることとしては「家族の意見にばらつ  

きがある」「本人の意思確認ができないケースが多い」「本人や家族に医療側の意見が  
里解されているか不明な場合がある」などであった。  

・壬巌の意見にばらつきがある（46件）  

・本人の急患確認ができないケースが多い（25件）  

・本人やま族に医療側の意見が理解さわているか不明な壕合がある（24件）  

・家族の希望と本人の状態像にギャップがある場合の対応（川件）  

・医療側と患者の家族との間が疎遠な場合の対応（6件）  

・回復の見込みがないことを納得してもらうこと（6件）  

・専鋲が告知を拒否する場合の対応（4件）  

・どの時期を終末期とするかは医師によって異なること（4件）  

・患蕃によっては精神的なダメージが大きいこと（3件） 零   

（5）後期高齢者終末期相談支援料の算定状況  

平成20年4月～9月までの6カ月間に75歳以上の患者1名以上に文盲を提供した  

施設は、病院現施設（病院の9二≧％）、在宅療養支援診療所10施設（在宅療養支援診  

療所の4．7％）、その他の診療所7施設（その他の診療所の2．7％）であった。   

これらの施設のうち、平成20年4月～9月までに後期高齢者終末期相談支援料を  

算定した施設は病院9施設、在宅療養支援診療所1施設、その他の診療所0施設であ  

った。  

図表卜川 平成20年4月－9月までの後期高齢者終末期相談支緩料の算定状況等  

終末期の診療方針等の話し合い結果をとりまとめた文書を提供Lている」施設が  

平成20年4月～9月までの6カ月間に文書を提供した1施設当たり平均患者数（75  

歳末満・75歳以上）をみると、病院（6．1人・】l．8人）、在宅療養支援診療所（＝人・  

4．8人）、その他の診療所（02人・三，．4人）であった。  

国表ト13 平成20年4月－9月までに文書を提供した患者数  

【75鎗以上】  

【75鐘乗某】  

こ ‥  ■ ‥   

また、文書を提供するうえで困難に感じていることとしてi二土「患者や家族が医療用  

語を理解することが困難であり、共有できていない」「家族の意見に不一致がある場  

合の対応」などであった。  

・患者や家族が医療用詔を】蚤解するこ亡が困難であり、共有できていない（†0件）  

・豪族の意見に不一致がある尊台の対応（6件）  

・全て患者に伝えるべきか迷う（5件）  

・文書を作成する時間的余裕がない（4件）  

・話し合いの軌こ同意した内容と、文手提供時の希望が異なる複合があり、頻回の変更が   

必要になること（3件）  

全ての内警を竺‡竺す聖塑竺聖竺空竺竺空竺㌍＿三三？竺竺等」  

【在宅療養支援診療所】  
4－6月   7－9月   

入院中の患者   退 霹完 時   0人   0人  

死 亡 時   0人   0人   

入院中以外の里香（死亡時〉  2人   1人   

ー10－   



（6）後期高齢者終末期相談支捜料について  

後期高儀着終末期相談支援料についての意見としては、話し合いを実施している病  

院では「75歳以上に限定せず実施すべきである」55．5％が最も多く、次いで「終末期  

に限ら‾㌻病状の急変や診療方針の変更等の話し合いを評価すべき」49．3％であった。  

また、辞し合いを実施している在宅療養支援診療所では「75歳以上に限定せず実施す  

べきであるj40．2％が最も多く、次いで「もともと診療報酬によって評価する性質の  

ものではない」38，4％であった。話し合いを実施しているその他の診療所では「もと  

もと診療報酬によって評価する性質のものではない」39．3％が最も多く、次いでr75  

歳以上に限定せず実施すべきである」2g．6％であった。   

国表ト17 後期慕お有線末期相払支払矧こ関する考えく複数回答＞；持し合いの実施の有無別  

なお、死亡時に算定した患者について初回話し合いから死亡までの期間をみると  

「1カ月以上3カ月未満」50．8％が最も多く、次いでrl週間以上1カ月未満」23．7％  

であった．  

鼠養ト15 死亡時に算定した患者の初回拝し合いから死亡までの期間  

霊定愚書  
（N；＝50）  

口18兼ユ1  ロ1日以上3日未1  ■3日以上1靂間束1  

ロ11間以上1カ月未満 ‘ロ1カ月以上3ケ月末鶏    口3力月以上   

病  院   在宅隷書    モの他の  
貰檀p轟析    p 正 所  

臭 縫  非実よ  実 施  井実施  実 施  非実施  

H三209  Hこ268  N三112  N＝川2  H＝56  H＝102   

鯵療覿酬で野牛することは妥当である   40．2％  之5．7％  1〕．2％  Z7．5％  21．4％  31．5％   

♯未納の持し合い告鯵療報酬で詳伍することl土妥当だが． ぺ  ヱ9．7％  1フ．5（給  33，0（‰  之5．5駕■  14．∋％  16．5『も   
‡舌し合いの編集の文暮濃供を算定憂件とすきでない  

丁5鐘以上に限定せす実施すべきである   SS．S％  37．j％  40．ユーtl  36．3t粘  28，6【h  35．5％   

繊末期に限らす病状の息丈や鯵療方針の責更亨の指し合い べ  49．コ（粘  ヱ6．1％  31．⊃％  ユ5．5％  17．9％  22．0％   
を騨tナき  

捜期高齢手織来期頼政文壇料の点数（200点）が＃すぎる  0．Ot粘  0．0％  1．8％  0．0％  0．0％  0．5％   

後期高齢者織末期相性支縫製の点覿（200点）が低ナぎる  コ．41Xl  16．41鶉l  15．2％  26，5【給  7．1％  14．0％   

診療翰酬で秤障ナるのは時期尚早である   S．3％  7．1％  6，3っも  8．8【絡  10．71kl  8．0【姑   

もともと鯵■観酬たよって秤ヰナる性賞のものではない  2コ．0【h  Zl．6【蛤  38．q％  31．3（給  39．3％  21．5％   

後期高齢者繊末期相級支捜料を知らない   1．9％  1¢．8％  8．0％  1ヰ．7％  iS．0％  ヱ1．5（‰   

モめ他   11．0（粘  5．2（ね  8．0％  】．9％  1ヱ．S【ね  5．0％   

繁回答のあった算定患著59人（病院・一般鯵療所8施設）についての1貯  

また、算定した患者に提供した文書等の変更回数をみると「0匝l」息5．4％が最も多  

くなっていた。  

臣濃1－16 算定患者の文暮等のま更回数  

井定員農  
（N＝小）  

ロ0匡l  □1【目   ■2回   山3回じ1上  

数回苔のあった算定患者ぐ人（病院・一般診療所8施設）についての集計  

一11－   －12－   

さらに、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年5月21日  

医政局発第0521011号）の常知度についてみると、「内容を知っている」との回答は、  

病院、在宅療養支援診療所、その他の診療所でそれぞれ21．5％、15．4％、丸7％であっ  

た．また、話し合いを実施している施設のみでみると、「内容を知っているj との回  

答は、それぞれ32．5％、1g．g％、14．ユ％であった。  

国表卜柑 「綾末期医鷹の決定プロセスに関するガイドライン」の匪知度  

後期高齢者終末期相談支援料の点数・算定要件に関して改善すべきところとしては、  

rあえて報酬化する必要はないのではないか」唱順のコンセンサスを十分得る必要  

がある」「話し合いは何回も行うのに、1回のみの点数算定しかできないのはおかし  

いJ「退院時、死亡時の算定ではなく、話し合いを実施した時に算定すべきj「点数設  

定が低すぎるjなどであった。  

・あえて報酬化する必要はないのではないか（24件）  

1訂民のコンセンサスを十分得る必要がある（12件）  

・持し合いは何回も行うのに、1回のみの点数暮足しかできないのはおかしい（10件）  

・退院時、死亡時の算定ではなく、持し合いを実施した時に算定すべき（10件）  

・点数設定が低すぎる（8件）  

・文暮化することで契約のようになってしまう（6件）  

・ま更が多いため、一博に文暮化する必要はないのではないか（6件）  

・後期高齢者に限定する必羊はない（5件）  

・患者の匿知症の程度によっては、同士を得ることが質札である（5件）  

・通常の診亨のl割こ拝し合いを行っており、「連続1暗闘以上」の羊件は不要ではないか  

（3件）  

・終末期の定義自体が不十分である（2件）  

・豪族の範田を明紺こすぺき（1件） 専  

0～ 1D一  之O1 301 ㈹1 501 60t T【〉ヽ 801 90ヽ 100l  

口内容を知っている  
田寺在は知っているが内容は知らない  
田不明  

国表1－19 r終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」のE知慮  

‖戻し合いを実施している施設のみ  

O1 101 201 301 ヰO1 501 601 701 801． 90110Dl  

口内智を知っている ■存在を知らない  
ロ存在は知っているが内弓引ま知らない  
ロ不明  

ー13－  ー14－   

1」  



話し合い時の療養状況についてみると、病院では「一般病棟」7】．8％が最も多く、  

次いで「療養病棟」ヱ4．3％であった。】般診療所では「訪問診療」（，23％が最も多く、  

「一般病棟」1l．6％であった。   

なお、後期高齢者終末期相較支援料の算定患者57人は75歳以上の患者全体の3．ユ％  

であった。  

図表2－ヰ 話し合い時の慶事状況＜複数回答＞  

【全  体】  【病  院】  【一般診療所】  

2．事例調雇  

（1）回収の状況  

減衰2－1回収の状況   

事 例 票  
2，213件（136施設分   

207件（70施設分  

乙42（】件（206施設分  

（2）回答事例の属性  

事例調査の回答者は、看護師糾．S－％、医師9．3％、その他255％であった。   

話し合いを行った患者の平均年齢；ま78．9歳であり、「S5歳以上jが35．7％と最も多  

くなっていた。また、75歳以上は70．7％であった。   

また、性別については「男性」490％、「女性J49．4％であった。   

国表2－2 年齢   

1 ‾ ‾ こ     ■  ‾  D7t 〈  （炬2．213） LⅦ」⊥⊥」   告 蒼十  
（N＝乙420）   

患者の主傷病をみると、「その他の悪性新生軌11，2％が最も多く、次いで「肺炎j  

9．5％、r気管、気管支及び肺の悪性新生物」7，9％であった。  

国表2－5 王佐病  

垂］  

事例蝕  割  合  九積割合   

疾 病 名  
気管、気管支及び肺の去性新生物   

てi三．   

■の悪性新生物   
嗣：及び肝内胆管の霊性新生物   5．用  47．ヰ1   

その他の心疾患   
官不全   3．Ol  54．6l   

翳内出血   65件  2．7l  57．3l   

直腸S状結膿移行部及び鳳描の悪性覇生物   63件   2．6l  59．9l   

その他   7g7件  32．9，i  92．9l   

無回答   173件   了十11  100．皿   

合   Ⅰ十   2．ヰ20件  100．Ol  

図表2－3 性別   

含 書十  
（N＝2．428）  

O1  101  201  30t  朋】1  501  601  701  801  901 1（】Ol  

直二亘堕i蒜「  

＿Ⅰ6＿   一15－  

話し合いに参加した職種をみると、「親族J94．6％が最も多く、次いで「自院の医師」  

烏g．ヨ％、「自院の看護職員」74．0％、「患者本人」Ⅰ7＿7％であった。  

図表2－8 話し合いに参加した瞥積＜複数回苔＞  

01  25t  501  丁51     100ゝ  

く3）話し合いの状況  

平成20年4月から9月までの6カ月間の話し合いの回数をみると、「1回」4三．1％  

が最も多く、次いで「2回」25．1％であった。  

図表2－6 平成20年4月－9月の五重し合いの回数   

合 計  
（N＝2．420）   

話し合い1回当たりの平均時間をみると、1回目2＄．6分、2回目22．7分、3回目  

21．1分、4回目21．g分であった。また、後期高齢者終末期相談診療科の算定患者のみ  

でみると、1回目5ユ．6分、2回目三l．5分、3回目ヨ0．召分、4回目Ig．3分であった。  

国表2一T l回当たりの喧し合いの時間  

ヨ   事例l数  平均値    2，052件  2＄＿6分  ヨ  り64件  22．7分  目  ．6ヰ3件  21．1分  目  3ヰ7件  21．8分  目  57件  53．6分  日  10件  31＿5分  昌  6件  30．8分  日  3件  18．3分  

－1各－   



（4）話し合い後の患者・家族の状況   

話し合い後の患者・豪族の状況をみると、患者本人は「本人は話し合いに同席しな  

かったj7l．〕％と最も多かった。また、家族は「話し合ってよかった」51．7％が最も  

多く、次いで「どちらかといえば、話し合ってよかった」2‘．6％であった。   

また、話し合いが患者・家族に与えた影響は、「不安が軽減されたようだったJ46．3％  

が最も多く、次いで「患者にとってよりよい（自分らしい）決定に生かされたようだ  

ったJ30．9％、「医療提供者への信頼が深まったようだった」24．5％であった．  

国表2－10 話し合い後の患者本人の様子   

話し合いの内容についてみると、患者本人が参加した事例では「予測される病状の  
変化」，3．2％が最も多く、次いで「病状変化に対応した医療上の対処方法の説軌86・2％、  

「延命に関する相談・希軌56．1％であった。   

患者本人が参加しなかった事例でも同様の傾向にあり、r予測される病状の変化J  

92．1％が最も多く＼次いでー病状変化に対応した医療上の対処方法の説明」85■9％、「延  

命に関する相談・希望J68．0％であった。  

国表2－9 話し合いの内容く複数回筈＞；点者本人の蓼加の有無別  

【患者本人が書加した事例】  【点者本人は参加しなかった事例】  

8t   251  50～  7S～  川0ゝ  D～   251  50～  751 】00l  

合 計  
（Nニ乙4之0）   予よされる■状の■化  

病状の量化に手書E：した  

匿書上の対処万歳の腹明  

文鵡l＝朋すも相鎮■希望  

且期の帝の迎え方の相m・輪生  

血書犠顆についての事F談・需鼠  

豪族】こかかる且体的久i且の拉明  

介tlや生篇支tlについて  

のIl■・■t  

l用についての趨抜・糟i  

モの他  

8とちらかといえlま、指し合ってよかった  

■どちらかといえば，指し合わなければよかった n指し合わなけれはょかった  

□わからない  日本人は話し飢、に同席しなかった  

ロ指し合ってよかった                             D不明  

国表2－11括し合い彼の家族の様子  

合 t十  

（N＝2．1ヱ○）  

口指し合ってよかった  8どちらかといえば、指し合ってよかった  

■どちらかといえば、指し合わなけれl≠よかったlロ縫し合わなけれは上かった  

ロわからない  b王族は超し合いにR慮しなかった  

ロ不憫  

図表2－12 括L合いが患者・支族へもたらした影響く捜数回答＞  

不安が睦まされたようだった  
患者にとってよりよいく自分らしい）決定に生かされたようだった  

医療捜供者へのす旗が深まったようだった  
患者と壬族の何で思いが共有されたようだった  
毛族の正しみが深まったようだった  
迷いや混乱が生じたようだった  
医療塊供看への不信感をもったようだった  
患者の元気がなくなったようだった  
その他  
特になし  
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一19－  

医療関係の仕事の就業経験については「ある」g．9％、介護関係の仕事の就業経験に  

ついては「ある」7．5％であった。  

図表3－5 医療及び介性関係の仕事の就業桂験  

3．意識訊査  

く1）回収の状況   

図表3－1回収の状況  

【医療関係の仕事】  【介性関係の仕事】   

（2）回答者の展性  

回答者の平均年齢は5Z．9歳であり、「65歳以上jが29．1％であった。   

また、性別については「男性」45．2％、「女性」54．8％であった。  

血衰3－2 年齢   

合計  
（N＝l．2D9）   

過去5年間の本人又は家族の入院経験については、「家族が入院した」45＿g％が最も  

多く、次いで「入院したものはいない」〕0．6％であった。  

図眉トト6：過去5年間での本人又はモ襖の入院縫験  
臼20一別偏l⊂‖0－3gi■朝一48鼠 色50－59i口∽一14▲885－74歳 口丁5歳以上  

国表ユー3 性別  （N＝】，209）  

自分が入院した  

モ綾が入院した   

自分、有徳ともに入院した  

モの他  

わからない  

入院したものはいない  

ホ回答   

合計  
（N；；1．209）  

ロ男性     口女性  

阻喪3一寸 年お階層別にみた性別の状戊  

0ゝ 101 20I 3D1 401 5Dl ‘心～  TO1 801 001 tO8■  

1附女年コ  

ー2l－  



（3）終末期の治療方針等についての話し合いに関する意識  

終末期の治療方針等についての話し合いの実施者向については、「話し合いを行い  

たいJ84．7％となっていた。   

年齢階層別に実施意向をみると、「話し合いを行いたい」との回答が、20～29歳  

807％、ヨ0～39歳91．3％、40～49歳g5．8％、50～59歳糾．6％、60へ64歳糾．7％、65  

～74歳g6，g％、75歳以上71．6％であった。  

図表3－9 終末期の治療方針等の話し合いの実施意向   

過去5年間で身近な大切な人を亡くした軽軌こついては、「親戚を亡くしたい9月％  

が最も多く、次いで「家族を亡くした」296％モあった白   

さらに、「家族を亡くしたJ「親戚を亡くした」「友人を亡くした」のいずれ．、に回  

答した者に終末期の話し合いの参加状況を尋ねたところ、「参加しなかった」6う，7％、  

「参加した」234％であった。  

国表3－7 過去5年間での身近な大切な人を亡くLた魂  

（N＝1．209）  

家族を亡くした  

親戚を亡くした  

友人を亡くした  

経強をしていない  

含l十  

（N＝1．2D9）  

国表3－8 終末期の良し合いの蓼加状況  
既製3－10 年齢階層別にみた終末期の治療方針等の琵し合いの実施意向  

80．7ゝ 

91∴け 

、Ii  

461 

81 7X 

8   ．8～ 

三71．61：：            垂             遥1…きl■16・5l   

合計  
（N＝85り   

081    －1ヽ  

251   081  

D8ゝ    U蝿ヽ  

18～  

0ヽ   てOt  ：ロヽ  〕0ヽ  りヽ   う、1ヽ  d「ヽ   丁、、ヽ  Fll  叩ヽ  …l＼  ‾ 
し⇒±垂こて去∴す蒜二らよ∴㌧ヰヰ  

「ロはし合いを京こ石丁  □■田平、   n指L合いを行いたくない  暮わからない  

一23－  一24－  

さらに、話し合いたい内容をみると、「予測される病状の変化の説明J89．6％7】；最も  

多く、次いで「病状の変化に対応した医療上の対処方法」86，6％、「家族にかか5具体  

的負担の説明」746％であった。年齢階層別にみると、「予測される病状の変化折説明」  

との回答が65歳未満ではg9＿7％～95．g％であるのに対して、65～74歳g2．9％、75歳  

以上7g．2％となっていた。  

国表3－11話し合いたい内容＜複数回苦＞  

終末期の治療方針等について㌻話し合いを行いたい」と回答した者に、話し合いの  

内容をとりまとめた文書等の提供の希望を尋ねたところ、「希望する」72．3％、「希望  

しない」12，2％であった。   

希望する理由については、「説明を受けたことについて、後で確認したいから」6S9％  

が最も多く、次いで「参加できない家族も含めて、家族全員で、話し合いの内率を共  
有したいから」66．2％であった。   

また、希望しない理由については、r文書等の作成を前提とすると、十分な話し合  

いが行われなくなる恐れがあるから」ユ6．0％が最も多く、次いで「文事等に残すと、  

気持ちや状況がかわった場合に、変更できないような気がするから」「文事等には、  
通り一遍のことが書かれるばかりではないかと考えるから」28，g％であった。  

図表3－13 話し合いの内容をとりまとめた文暮等の提供の希ま   

（N二1．024）  

予測される病状の変化の説明  896ゝ  

病状の変化に対応した医療上の対処方法  
家族にかかる具体的負担の説明  

療養場所についての相談・希望  
最期の時の迎え方の相談・希望  

延命に関する相談・希望  

合 計  
（N＝1，ロ24）  

その他巨三主  」一旦竺竺竺ヰ蒜  

国表3－14 文書等の提供を希望する理由＜複数回筈＞  

国表3－12 年I音階厚別にみた話し合いたい内容＜棟数回書＞  

「‾  

ト．．、，‥…・f・追‥、  
病状の丈化に対応した医療上の対処方法  
家族にかかる具体的負担の説明  
費用についての相談t希望  

介護や生活支援についての相扱・希望  
覆壬場所についての相良・希望  
最期の時の迎え方の相談・希望  

延命に関する相談・希望 その他  

≡冒…：【≡…■；：  

3うう％ 423％  

図表3－15 文書零の提供を希望しない理由＜複数回筈＞   

；≡二≡：l：；：‡：  




